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１　

は
じ
め
に

「
千
葉
県
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
及
び
心
肺
蘇
生
法
の
実

施
を
促
進
す
る
条
例
」（
以
下
「
本
条
例
」
と
い
う
。）

は
、
平
成
28
年
９
月
議
会
で
制
定
さ
れ
、
施
行
日
は

平
成
29
年
４
月
１
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
議
員
発
議
に
よ
る
本
条
例
案
の
策
定
に
当

た
っ
て
は
、
平
成
27
年
６
月
に
千
葉
自
民
党
会
派
に

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
（
座
長
：
瀧
田
敏
幸
県
議
。

以
下「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」と
い
う
。）を
設
け
、

関
係
者
や
有
識
者
等
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
茨
城
県

や
横
浜
市
消
防
局
な
ど
の
視
察
、
そ
し
て
、
一
般
か

ら
の
意
見
募
集（
い
わ
ゆ
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）

な
ど
を
経
て
き
ま
し
た
。

な
お
本
稿
で
は
、
自
動
体
外
式
除
細
動
器
を
単
に

「
Ａ
Ｅ
Ｄ
」
と
表
記
い
た
し
ま
す
。

２　

千
葉
県
に
お
け
る
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用

及
び
心
肺
蘇
生
法
の
実
施
状
況

本
県
で
は
、
こ
こ
数
年
、
救
命
の
現
場
に
居
合
わ

せ
た
一
般
市
民
（
以
下
「
バ
イ
ス
タ
ン
ダ
ー
」
と
い

う
。）
に
よ
っ
て
心
原
性
心
肺
機
能
停
止
の
時
点
で

目
撃
さ
れ
た
傷
病
者
は
、
一
日
当
た
り
３
人
、
年
間

で
約
１
０
０
０
人
発
生
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
バ
イ
ス
タ
ン
ダ
ー
に
よ
る
心
肺
蘇
生
法
の

実
施
率
は
約
50
％
で
、
そ
の
う
ち
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
率

は
約
４
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
状
況
で
す（
資
料
１
）。

平
成
26
年
で
は
、
要
救
助
者
は
年
間
で
１
０
８
２

人
、
そ
の
う
ち
亡
く
な
ら
れ
た
方
は
９
４
９
人
（
生

存
者
数
か
ら
の
計
算
）
で
あ
り
、
本
県
の
年
間
の
交

先進・ユニーク条例【解説】

　千葉県は、「千葉県AEDの使用及び心肺蘇
生法の実施を促進する条例」を制定した（条
例57号として平成28年10月25日公布、平
成29年4月1日施行）。
　AEDの使用及び心肺蘇生法の実施の促進に
ついて県の責務等を明らかにし、県その他の
者が取り組むべき基本的な事項を定めた条例。
同種の条例は都道府県では茨城県が制定して
いるが、本条例は、要救助者にAEDを使用し、
又は心肺蘇生法を実施した者に対して訴訟が
提起された場合における当該救助実施者への
訴訟費用の貸付けその他の援助を規定した。

通
事
故
死
者
数
１
８
０
人
（
平
成
27
年
）
を
大
き
く

上
回
っ
て
い
ま
す
。
１
０
８
２
人
の
要
救
助
者
の
う

ち
、心
肺
蘇
生
法
が
実
施
さ
れ
た
割
合
は
49
・５
％
で
、

さ
ら
に
、Ａ
Ｅ
Ｄ
ま
で
使
用
さ
れ
た
割
合
は
４
・０
％

と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
救
急
隊
到
着
ま
で

何
も
し
な
い
場
合
の
生
存
率
が
７
・
０
％
で
あ
る
の

に
対
し
、
対
処
し
た
場
合
の
生
存
率
は
17
・
７
％
で

倍
以
上
の
差
が
出
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
ま
で
至
っ
た
場
合
の
生

存
率
は
、
58
・
１
％
と
一
気
に
高
く
な
り
ま
す
。

発
見
か
ら
措
置
開
始
ま
で
の
時
間
が
短
く
な
れ

ば
、
そ
の
分
だ
け
生
存
率
や
社
会
復
帰
率
も
高
ま
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
バ
イ
ス
タ
ン
ダ
ー
に
よ
る

躊ち
ゅ
う

躇ち
ょ

の
な
い
速
や
か
な
救
命
措
置
の
実
施
が
、
多

く
の
救
命
と
早
期
の
社
会
復
帰
の
実
現
に
大
き
く
寄

千
葉
県
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
及
び
心
肺
蘇
生
法
の

実
施
を
促
進
す
る
条
例

千葉県

ち
ば
自
由
民
主
党
Ａ
Ｅ
Ｄ
及
び
心
肺
蘇
生
法
推
進
条
例
制
定
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
副
座
長

千
葉
県
議
会
議
員　

関　

政
幸
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与
す
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

３　

条
例
の
特
徴

条
例
の
全
体
像
は
「
資
料
２
」
の
と
お
り
で
す
。

こ
こ
で
は
ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
て
説
明
を
致
し
ま
す
。

ア　

目
的
と
役
割

本
条
例
の
目
的
は
、「
一
人
で
も
多
く
の
救
命
」

と
「
後
遺
症
の
軽
減
」
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、

①
県
民
に
対
す
る
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
及
び
心
肺
蘇
生
法

の
普
及
促
進
と
、
②
自
発
的
か
つ
積
極
的
な
心
肺
蘇

生
法
等
の
実
施
が
で
き
る
環
境
作
り
を
、
２
つ
の
大

き
な
柱
に
捉
え
て
い
ま
す
（
１
条
）。

関
係
者
に
つ
い
て
は
、
県
に
施
策
の
総
合
的
か
つ

計
画
的
な
策
定
と
実
施
等
の
責
務
を
定
め
る
と
と
も

に
、
市
町
村
、
県
民
及
び
事
業
者
に
対
し
て
は
、
県

と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
各
々
に
応
じ
た
役
割
に

努
め
る
も
の
と
整
理
さ
れ
て
い
ま
す
（
３
条
～
６

条
）。

イ　

基
本
計
画
（
７
条
）

条
例
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
、
知
事
は
基
本

計
画
を
策
定
し
ま
す
。
計
画
に
は
、
方
針
、
目
標
、

県
の
講
ず
べ
き
施
策
な
ど
の
事
項
が
定
め
ら
れ
、
公

表
さ
れ
ま
す
。

こ
の
計
画
の
策
定
を
通
じ
て
、
各
施
策
の
実
施
に

必
要
と
な
る
現
状
把
握
や
課
題
の
明
確
化
を
進
め
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ウ　

学
校
等
に
お
け
る
取
組
（
８
条
）

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
及
び
心
肺
蘇
生
法
の
実
施
に
つ
い

て
は
、
広
く
県
民
に
正
し
い
知
識
・
技
能
と
理
解
を

持
っ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
何
よ
り
も
日
頃
か
ら

訓
練
を
通
じ
て
慣
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

県
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
も
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
使
用
で
き
な

い
理
由
と
し
て
「
や
り
方
が
分
か
ら
な
い
」
が
一
番

と
な
っ
て
い
ま
す
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
も
講
習
を
受

け
て
訓
練
の
重
要
性
を
実
感
し
ま
し
た
。
現
在
、
多

く
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
に
は
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
機
能
な
ど
が
付

い
て
お
り
、
使
用
の
際
に
誘
導
し
て
く
れ
ま
す
。

本
県
の
一
般
向
け
の
救
命
講
習
会
は
、
各
市
町
村

消
防
や
赤
十
字
社
な
ど
を
中
心
に
実
施
さ
れ
て
お

り
、
平
成
26
年
の
県
内
消
防
の
救
命
講
習
会
は
年
間

で
３
０
３
５
回
、
受
講
人
員
は
５
万
１
９
１
２
人
と

な
っ
て
い
ま
す
。

本
条
例
で
は
、
特
に
少
年
期
か
ら
青
年
期
ま
で
の

習
得
が
重
要
で
あ
る
と
捉
え
、
学
校
等
に
お
け
る
取

組
を
促
進
し
て
い
き
ま
す
。

と
り
わ
け
、
県
立
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
い

て
は
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
等
の
実
習
を
行
う
こ
と
を
義

務
付
け
て
い
ま
す
（
８
条
３
項
）。

本
条
項
を
受
け
て
、
平
成
29
年
度
予
算
で
は
、
県

立
中
学
校
及
び
高
等
学
校
で
の
実
習
の
た
め
に
必
要

な
Ａ
Ｅ
Ｄ
ト
レ
ー
ナ
ー
及
び
心
肺
蘇
生
法
訓
練
用
器

材
の
経
費
（
リ
ー
ス
方
式
で
２
３
０
万
円
）
が
計
上

さ
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
な
実
施
は
、
１
２
５
校
を
24
の
グ
ル
ー
プ

に
分
け
、
拠
点
校
24
校
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
ト
レ
ー
ナ
ー
及
び

心
肺
蘇
生
法
訓
練
用
人
形
を
５
台
ず
つ
配
置
す
る
こ

と
と
し
、
年
間
計
画
で
グ
ル
ー
プ
内
の
学
校
に
回
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
実
習
は
、
県
立
中
学
校
は
原
則
２
年
次

に
、
県
立
高
等
学
校
は
原
則
１
年
次
に
、
保
健
の
授

業
で
行
う
こ
と
と
し
、
各
学
級
で
５
つ
の
班
を
作
っ

て
授
業
２
コ
マ
を
利
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
よ
り
、
在
学
３
年
間
で
少
な
く
と
も
１

回
は
実
習
の
機
会
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
従
来
か
ら
各
学
校
で
独
自
に
行
っ
て
い
る

プロジェクトチームで救命講習を受講

先進・ユニーク条例
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H26 H25 H24 H23 H22 H21 H20 H19 H18 H17 備考

① 一般市民により心原性心肺機能停
止の時点で目撃された傷病者数 1,082 1,063 1,069 1,000 1,037 934 915 868 812 731

② ①のうち、心肺蘇生が実施された
傷病者数 536 517 504 436 447 435 388 375 316 283

心肺蘇生実施率 49.5% 48.6% 47.1% 43.6% 43.1% 46.6% 42.4% 43.2% 38.9% 38.7%

③ ②のうち、除細動が実施された症
例数 43 49 44 53 43 33 29 7 12 2

④ ②のうち、１か月生存者数 95 78 72 68 62 57 45 44 23 23
⑤ ④の割合（％） 17.7% 15.1% 14.3% 15.6% 13.9% 13.1% 11.6% 11.7% 7.3% 8.1%
⑥ ③のうち、１か月生存者数 25 22 21 28 19 18 14 5 2 1
⑦ ⑥の割合（％） 58.1% 44.8% 47.7% 52.8% 44.2% 54.5% 48.3% 71.4% 16.7% 50.0%
⑧ ②のうち、１か月後社会復帰者数 73 55 48 44 36 37 29 34 16 11
⑨ ⑧の割合（％） 13.6% 10.6% 9.5% 10.1% 8.1% 8.5% 7.5% 9.1% 5.1% 3.9%
⑩ ③のうち、１か月後社会復帰者数 22 21 18 21 14 15 12 5 2 1
⑪ ⑩の割合（％） 51.2% 42.9% 40.9% 39.6% 32.6% 45.5% 41.4% 71.4% 16.7% 50.0%
AED使用率 4.0% 4.6% 4.1% 5.3% 4.1% 3.5% 3.2% 0.8% 1.5% 0.3%

⑫ 心肺蘇生が実施されなかった数 546 546 565 564 590 499 527 493 496 448
⑬ ⑫のうち、１か月生存者数 38 41 32 41 51 34 52 35 29 25
⑭ ⑬の割合（％） 7.0% 7.5% 5.7% 7.3% 8.6% 6.8% 9.9% 7.1% 5.8% 5.6%
⑮ ⑫のうち、１か月後社会復帰者数 25 16 16 20 29 12 22 21 11 7
⑯ ⑮の割合（％） 4.6% 2.9% 2.8% 3.5% 4.9% 2.4% 4.2% 4.3% 2.2% 1.6%

※ウツタインデータから消防課集計

資料１　�一般市民により、心原性心肺機能停止の時点で目撃された症例のうち、
心肺蘇生及び除細動が実施された場合の１か月生存率（AED使用率） 県内版

資料２　千葉県AEDの使用及び心肺蘇生法の実施を促進する条例（概要）
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特
別
活
動
や
部
活
動
内
で
の
取
組
と
は
別
に
行
い
ま

す
。
時
間
を
空
け
た
複
数
回
の
訓
練
が
望
ま
し
い
か

ら
で
す
。

今
回
の
取
組
に
よ
り
、
年
間
で
約
３
万
３
０
０
０

人
の
学
生
の
技
術
習
得
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

限
ら
れ
た
Ａ
Ｅ
Ｄ
ト
レ
ー
ナ
ー
等
を
、
年
間
を
通

じ
て
計
画
的
効
率
的
に
フ
ル
活
用
す
る
試
み
は
全
国

で
も
珍
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

エ　

広
報
（
９
条
）

特
に
、「
救
急
の
日
」（
９
月
９
日
）
が
設
定
さ
れ

て
い
る
９
月
を
「
Ａ
Ｅ
Ｄ
で
命
を
救
う
勇
気
を
持
と

う
月
間
」
と
指
定
し
、
県
民
の
関
心
や
理
解
を
深
め

る
た
め
の
普
及
啓
発
を
強
化
し
て
い
き
ま
す
。

平
成
29
年
度
予
算
で
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
機
会
を
利

用
し
た
啓
発
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の

作
成
費
用
と
し
て
、
６
３
６
万
円
が
計
上
さ
れ
て
い

ま
す
。

月
間
の
名
称
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
い
た

だ
い
た
案
を
採
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

オ　

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
（
10
条
）

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
１
台
当
た
り
の
設
置
費
用
は
、
購
入
で

30
万
円
～
50
万
円
、
リ
ー
ス
で
月
額
５
０
０
０
円
～

８
０
０
０
円
に
な
る
そ
う
で
す
。
普
及
が
進
め
ば
更

に
安
価
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

現
状
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
は
、
特
に
法
律
に
よ
る
規

律
が
な
い
た
め
、
施
設
の
管
理
者
が
そ
れ
ぞ
れ
取
り

組
み
、
本
県
で
も
、
各
部
署
が
各
々
に
設
置
を
進
め

て
い
る
状
況
で
す
。

県
内
の
設
置
台
数
は
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
平

成
27
年
度
で
７
７
８
１
台
と
な
っ
て
い
ま
す（
資
料
３
）。

も
っ
と
も
、設
置
状
況
に
地
域
で
差
が
あ
っ
た
り
、

ま
た
、
維
持
管
理
が
不
適
切
と
い
え
る
ケ
ー
ス
も
う

か
が
え
ま
す
。

優
先
的
に
設
置
す
べ
き
場
所
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
が
な
い
、

あ
っ
た
け
ど
電
源
切
れ
で
使
え
な
か
っ
た
、
こ
う

い
っ
た
事
態
を
無
く

す
べ
く
、
本
条
例
で

は
、
県
は
、
市
町
村

と
連
携
し
て
、
効
果

的
か
つ
効
率
的
な
Ａ

Ｅ
Ｄ
の
設
置
を
計
画

的
に
推
進
し
て
い
く

も
の
と
し
、
ま
た
、

県
有
施
設
へ
の
設

置
、
設
置
Ａ
Ｅ
Ｄ
の

適
切
な
表
示
及
び
維

持
管
理
、
並
び
に
県

主
催
行
事
に
お
け
る

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
確
保
を

行
っ
て
い
く
こ
と
に

し
て
い
ま
す
。

こ
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
、
適
切
な
表
示
、
及
び
維
持

管
理
に
つ
き
ま
し
て
は
、
事
業
者
へ
の
努
力
を
求
め

て
い
ま
す
（
11
条
）。

取
組
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
で
述
べ
る

Ａ
Ｅ
Ｄ
に
関
す
る
情
報
を
整
理
し
て
活
用
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

カ　

Ａ
Ｅ
Ｄ
に
関
す
る
情
報
（
12
条
）

Ａ
Ｅ
Ｄ
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
県
内
に

Ａ
Ｅ
Ｄ
を
設
置
し
て
い
る
者
に
県
へ
の
提
供
を
求

め
、
県
は
、
そ
の
情
報
を
集
約
整
理
し
て
県
民
に
公

年度 H20年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度
（調査時点） （６月） （６月） （９月） （９月） （９月） （９月）
施設数 150 317 324 392 391 439
台数（台） 182 464 473 605 608 689

年度 H20年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度
（調査時点） （６月） （６月） （８月） （２月） （９月） （９月）
施設数 1,593 2,531 2,578 2,919 3,087 3,292
台数（台） 1,733 2,700 2,696 3,124 3,302 3,450

年度 H20年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度
（調査時点） （６月） （６月） （８月） （２月） （９月） （９月）
施設数 419 1,002 1,217 1,990 2,309 3,128
台数（台） 599 1,240 1,580 2,508 2,836 3,642

※千葉市を除く

年度 H20年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度
施設数 2,162 3,850 4,119 5,301 5,787 6,859
台数（台） 2,514 4,404 4,749 6,237 6,746 7,781

年度 H18年度 H19年度
（調査時点） （６月） （６月）
施設数 30 40
台数（台） 50 65

資料３　県・市町村・民間施設におけるAEDの設置状況 H28.9.7現在

＊H18年２月に健康福祉センターに配備

１　県立施設におけるAED設置状況 H21年度、H22年度は未実施

２　市町村立施設におけるAED設置状況

３　県内の民間施設AED設置状況（把握できるものに限る）

４　合計（１〜３）

５　H18年度〜 H19年度の県有施設設置状況

先進・ユニーク条例
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表
す
る
も
の
と
し
ま
し
た
。こ
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
情
報
に
は
、

種
類
、
設
置
場
所
、
利
用
可
能
時
間
に
加
え
て
、
第

三
者
に
よ
る
利
用
の
可
否
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
県
で
把
握
し
て
い
る
Ａ
Ｅ
Ｄ
情
報
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
「
街
の
情
報
館
」
な
ど
に
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
（
地
図
上
に
設
置
場
所
が
表
示
さ
れ

ま
す
（
資
料
４
）。）。
同
様
の
も
の
は
、
救
急
医
療

財
団
の
「
財
団
全
国
Ａ
Ｅ
Ｄ
マ
ッ
プ
」
に
も
あ
り
ま

す
が
、
両
者
の
情
報
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
ま
せ

ん
。
今
後
は
、
県
が
集
約
し
た
情
報
を
提
供
す
る
と

と
も
に
、
情
報
の
提
供
も
受
け
る
と
い
っ
た
双
方
の

連
携
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

集
約
整
理
さ
れ
た
Ａ
Ｅ
Ｄ
情
報
が
活
用
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
必
要
時
の
迅
速
な
利
用
を
可
能
と
し
た

り
、
あ
る
い
は
、
設
置
の
際
の
参
考
に
な
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。

キ　

万
が
一
の
と
き
の
バ
イ
ス
タ
ン
ダ
ー
へ
の
援
助

（
13
条
、
14
条
）

心
肺
蘇
生
法
の
実
施
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用（
以
下「
心

肺
蘇
生
法
等
の
実
施
」
と
い
う
。）
は
、
善
意
と
し

て
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
善
意
で
行
わ
れ

た
行
為
に
よ
り
救
助
実
施
者
が
被
っ
た
経
済
的
・
身

体
的
・
精
神
的
損
害
は
、
社
会
的
な
支
援
の
下
で
回

復
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
本
条
例
で
は
、
心
肺
蘇
生
法
等
の
実
施

を
行
っ
た
善
意
の
バ
イ
ス
タ
ン
ダ
ー
（
以
下
「
救
助

実
施
者
」
と
い
う
。）
を
援
助
す
る
規
定
を
設
け
ま

し
た
。

具
体
的
に
は
、
も
し
万
が
一
、
要
救
助
者
に
損
害

が
発
生
し
、
そ
れ
に
係
る
救
助
実
施
者
に
対
す
る
訴

訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
県
が
弁
護
士
費
用
な

ど
の
訴
訟
に
要
す
る
費
用
を
救
助
実
施
者
に
貸
し
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
さ
ら
に
判
決
の
結
果
を

受
け
て
そ
の
返
還
義
務
を
「
免
除
」
で
き
る
内
容
と

な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
救
助
活
動
が
原
因
と
な
っ
て
、
救
助
実
施

者
に
感
染
症
な
ど
の
健
康
被
害
等
が
発
生
し
た
場
合

に
は
、
検
査
費
用
や
見
舞
金
の
支
給
な
ど
の
支
援
も

行
っ
て
い
き
ま
す
。

前
者
の
ポ
イ
ン
ト
は
、貸
付
金
の
返
還
義
務
の「
免

除
」
ま
で
を
定
め
て
い
る
点
に
あ
り
ま
す
。
平
成
29

年
度
予
算
で
は
こ
の
貸
付
金
と
し
て
１
０
０
万
円
が

計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
１
）
躊
躇
理
由
と
訴
訟
の
可
能
性

県
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
突
然
倒
れ
た
見
知

ら
ぬ
人
へ
の
心
肺
蘇
生
法
等
の
実
施
が
で
き
な
い
理

由
と
し
て
、
３
割
を
超
え
る
人
が
「
責
任
を
問
わ
れ

た
く
な
い
か
ら
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
。

こ
の
点
に
関
し
、
救
助
実
施
者
に
よ
る
心
肺
蘇
生

法
等
の
実
施
の
結
果
と
し
て
、
要
救
助
者
に
何
ら
か

の
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、民
事
上
は
、

民
法
第
６
９
８
条
の
緊
急
事
務
管
理
に
該
当
す
る
も

の
と
さ
れ
、
こ
の
救
助
実
施
者
は
、
悪
意
又
は
重
過

失
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
は
責
任
を
負
わ
な
い
も
の

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
際
に
、
救
助
実
施
者
に
そ
の
責
任
が
認
め
ら
れ

た
裁
判
事
例
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
が
、
た
と
え
適
切

な
実
施
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
要
救
助
者
側
か
ら
の

訴
訟
提
起
の
可
能
性
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

要
救
助
者
等
の
認
識
、
誤
解
、
性
格
等
々
で
事
実

資料４　街の情報館
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の
捉
え
方
は
様
々
で
あ
り
、
最
終
的
な
裁
判
所
の
判

断
と
は
別
に
、
訴
訟
の
提
起
自
体
は
可
能
だ
か
ら
で

す
。
例
え
ば
、
事
案
と
し
て
当
事
者
間
に
一
定
の
義

務
が
発
生
す
る
と
評
価
し
、
そ
の
義
務
違
反
の
法
律

構
成
で
請
求
を
し
て
く
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
場
合
は
、
緊
急
事
務
管
理
の
適
用
事
案
で
は
な

い
と
い
う
主
張
が
前
提
と
な
り
、
そ
の
分
、
責
任
が

認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
高
ま
る
も
の
と
想
定
さ
れ
ま

す
。
こ
の
義
務
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
心
肺

蘇
生
法
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
普
及
が
進
ん
で
い
け
ば
、
そ
の

分
だ
け
認
定
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

東
京
都
も
、
訴
訟
の
可
能
性
を
完
全
に
排
除
で
き

な
い
点
を
踏
ま
え
て
、
万
が
一
の
場
合
に
法
律
相
談

見
舞
金（
５
万
円
）の
支
給
を
す
る
バ
イ
ス
タ
ン
ダ
ー

保
険
制
度
を
設
け
て
い
る
よ
う
で
す
。

本
規
定
は
、
訴
訟
に
要
す
る
費
用
の
貸
付
を
通
じ

て
適
正
な
応
訴
を
可
能
と
し
、
さ
ら
に
「
免
除
」
に

よ
り
救
助
実
施
者
の
実
質
的
な
経
済
的
負
担
を
軽
減

す
る
こ
と
が
で
き
る
厚
い
支
援
規
定
で
あ
る
と
考
え

て
い
ま
す
。

（
２
）
本
条
へ
の
期
待

本
条
の
存
在
が
、
い
ざ
要
救
助
者
に
遭
遇
し
た
場

面
に
お
い
て
、
不
安
感
や
躊
躇
原
因
を
払
し
ょ
く
す

る
一
助
と
な
り
、
バ
イ
ス
タ
ン
ダ
ー
に
よ
る
心
肺
蘇

生
法
等
の
実
施
の
後
押
し
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
ま
す
。

特
に
、
医
師
、
看
護
師
、
救
急
救
命
士
な
ど
、
心

肺
蘇
生
法
等
の
実
施
に
関
す
る
知
識
・
技
能
を
有
し
、

潜
在
的
な
訴
訟
リ
ス
ク
を
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
方
々
に
対
し
て
は
、
こ
の
援
助
制
度
を
正
し

く
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
い
ざ
と
い
う
時

に
、
私
的
な
立
場
で
も
安
心
し
て
心
肺
蘇
生
法
等
の

実
施
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

も
っ
と
も
、
制
度
の
広
報
に
際
し
て
は
、
い
た
ず

ら
に
「
訴
訟
」
と
い
う
言
葉
が
先
行
し
て
県
民
の
誤

解
と
不
安
感
を
煽
ら
な
い
よ
う
に
、
丁
寧
な
説
明
を

行
う
よ
う
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

４　

今
後
に
つ
い
て

本
条
例
案
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
三
田
村
秀
雄

先
生（
立
川
病
院
院
長
、日
本
Ａ
Ｅ
Ｄ
財
団
理
事
長
）、

樋
口
範
雄
先
生
（
東
京
大
学
法
学
部
教
授
（
当
時
、

現
武
蔵
野
大
学
法
学
部
特
任
教
授
））
か
ら
多
大
な

御
指
導
を
賜
り
ま
し
た
。「
地
方
か
ら
国
を
突
き
動

か
す
」
そ
ん
な
役
割
を
議
員
提
案
の
条
例
が
果
た
せ

る
よ
う
に
と
激
励
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

本
稿
作
成
時
点
で
は
、
４
月
１
日
の
条
例
施
行
に

向
け
て
基
本
計
画
の
策
定
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
ま
た
、「
３　

条
例
の
特
徴
」
の
中
で

取
り
上
げ
た
全
体
で
１
０
０
０
万
円
と
な
る
平
成
29

年
度
予
算
も
こ
れ
か
ら
執
行
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

万
が
一
の
時
の
バ
イ
ス
タ
ン
ダ
ー
へ
の
援
助
な

ど
、全
国
初
の
試
み
も
実
施
さ
れ
て
い
き
ま
す
の
で
、

今
後
、
条
例
の
「
運
用
」（
活
用
）
を
し
っ
か
り
と

チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
で
は
、「
善
き
サ
マ

リ
ア
人
法
」
と
呼
ば
れ
る
法
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、

緊
急
時
に
お
け
る
救
命
活
動
を
行
っ
た
際
の
責
任
の

範
囲
（
責
任
の
限
定
・
免
責
）
が
明
確
に
さ
れ
て
い

ま
す
。

※県HP平成27年度第３回インターネットアンケート調査より作成

資料５　AEDを使用できない理由

0% 20% 40%

34.4%

72.9%やり方がわからない（忘れた）から

責任を問われたくないから

救急隊を待った方が良いと思うから

人工呼吸に抵抗があるから

その他

31.3%

25.0%

12.5%

60% 80% 100%

先進・ユニーク条例
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こ
の
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
法
」
に
相
当
す
る
規
定

を
条
例
で
試
み
よ
う
と
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
で

紆
余
曲
折
の
議
論
を
重
ね
、
最
終
的
に
は
第
13
条
と

第
14
条
の
援
助
規
定
を
設
け
た
の
で
す
が
、「
法
律
の

範
囲
内
」
と
い
う
条
例
の
制
約
の
下
で
は
、
根
本
的

な
解
決
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
本
年
２
月
議
会
で
は
、「
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
普

及
促
進
に
必
要
な
事
項
及
び
心
肺
蘇
生
法
の
実
施
等

を
行
っ
た
場
合
の
免
責
に
関
す
る
事
項
」
を
定
め
た

法
律
の
整
備
を
求
め
る
意
見
書
を
可
決
し
、
国
へ
の

働
き
か
け
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
引
き
続
き
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
と
し
て
法
律
の
整
備
に
向
け
た

取
組
も
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

最
後
に
、
本
条
例
の
制
定
を
受
け
て
、
県
内
市
町

村
で
同
種
の
条
例
の
制
定
に
向
け
た
動
き
が
あ
る
と

伺
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
及
び
心

肺
蘇
生
法
の
普
及
促
進
の
動
き
が
全
国
各
地
に
広

が
っ
て
い
き
、
一
人
で
も
多
く
の
救
命
に
つ
な
が
っ

て
い
く
こ
と
を
望
み
ま
す
。
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